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ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー

視 点

グローバル競争の中での社会的公正との両立をめざして

－1998年度連合総研のとりくみ－

連合総研の新年度（1998年10月～1999年９月）の研究活動のテーマが固まった。本研究については、２

年度にまたがるもののうち、現在進行中の「環境と社会」（主査 佐和隆光京大教授）、「新福祉経済社

会」（主査 正村公宏専大教授）、「企業と社会」（主査 稲上毅東大教授）の三プロジェクトに加えて、

新たに三本の研究プロジェクトをたてることになった。つまり、「日本型雇用システム」研究委員会と

「労働組合の未来」研究委員会、それにこの秋公表する「アジアの社会的側面」研究委員会報告（『社

会的公正とアジア・・経済危機を越えて』主査初岡昌一郎姫路独協大教授、日本評論社11月末刊行予

定）を引き継ぎ、世界的な関心が集まりつつあるアジアの社会的側面について継続的に展開を追ってい

くこととした。

このうち「日本型雇用」については、1990年代の初頭頃から気の早いマスコミ等でこの「システム崩

壊」が声高に主張された。あるいはこのシステムの「光」と「影」について労働組合からも問い直しが

なされた。はたして日本型雇用や労使関係、賃金制度が1990年代の10年間にどの程度変化したのか、い

かなる変化であり、それは勤労者の視点からみてどのような評価をすべきかなどについて議論されるこ

とになる。

他方、「労働組合の未来」は昨年の創立10周年記念シンポジウムで公表した「労働の未来」研究をひき

つぎ、さらに労働組合自身の未来に焦点をあてようということである。産別組織、地域組織そしてナ

ショナル・センターの機能と構造を1990年代の推移を客観的にあとづけ、またグローバル化の波にさら

される海外の労働組合の未来への挑戦を検討することとなる。かつて1980年代、イギリスやアメリカの

労働組合はサッチャー首相やレーガン大統領の新自由主義政策のもとで、新たな労働組合戦略構築のた
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めに内外の知性を動員した「労働の将来委員会」を設置し、組織を上げて討議し、新方向をさだめた。

またドイツ労働総同盟はベルリンの壁の崩壊後の統合欧州をにらみ、４年の年月をかけて今後10年内外

を射程に入れた行動綱領を議論し、合意を確立している（1996年11月、ドレスデン綱領採択）。そして

欧米労組においては、産業別組織の規模と機能強化が求められ、組織合併・統合の動きも急である。ド

イツはもともと20足らずの産別組織に整理統合されていたが、最近の動きでは金属労組に繊維労組が合

流するなど、６つか７つの産業別組織に統合されていくようである。

70内外の産別組織に分立したままである連合の状況はいかにも組織効率からみて疑問がある。これらの

過程を客観的に分析するとともに、それが連合が21世紀戦略を考える際の背景分析となることも本研究

に求められていると思う。いずれの国の労働組合も、経済のグローバル化や情報化、また就業構造の多

様化、働き方の多様化のなかで試行錯誤を行っている。そしてこれは、ひとり労働組合のみならず、経

営についても公共政策や政府・行政のあり方についてもいえることである。それぞれに変化に対応し、

変化に適応しながら、生き残りをかけて組織改革を含め必死の努力を行っている。ことに今日の日本は

不良資産と金融のシステムリスクを抱え、先進国で例外的なマイナス成長に伸吟している最中にある。

変革への適応の必要性は問題のある金融や建設部門にとどまらず、行財政のあり方、製造業、流通業な

どの全領域にわたる広範なものである。こうした厳しい変化の中で、戦後の労使政の間の攻防が織りな

しつくりあげてきた日本型雇用システムなるものについて、その長所を生かすとしても、経営のあり

方、労働行政のあり方、労働組合のあり方を含めて21世紀にむけて再構築していく必要があろう。

連合総研は、すでにこうした21世紀でのより良き労使関係・雇用・経営のモデルについて「高技能（高

生産性）、高競争力、高信頼、高い適応力、長期安定雇用」の連鎖モデルを提起している（『労働の未

来をつくる』第三部「グローバル化の中の労働組合の戦略的選択」、第一書林1997年12月刊）。９月末

にイタリアのボローニアで国際労使関係学会の第11回世界総会が開かれた。これはたんに学者の集まり

ではなく、イタリアのかつての混乱から今日の安定をもたらしている「社会協定」をリードしたトルー

労働大臣をはじめ、各国の労・使・政三者の代表的指導者1,200名が参加した大会議であった。この会議

の主題は「発展する競争力、社会的公正：制度と社会パートナーとの相互作用」であり、われわれの問

題意識と共通したものであった。激化するグローバル競争の中での社会的公正との両立について、労使

関係と制度の間のダイナミックな対応によって実現していくことをめざし、雇用創出、職業訓練、労働

者の職場参加、労使関係と政治経済などが広く論議された。広い文脈での討議であったが、共通してい
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たのは、市場至上主義で問題は解決されるものではなく、さまざまの制度的、人間的行動によってより

良い未来を生み出そうということである。

そしてこの次の世界総会は2000年５月29日から６月２日まで、東京で開かれることとなった。主題は

「21世紀における労使関係とヒューマン・リソース・マネージメントをめざして・・地球規模の統合と

挑戦」である。事務局となる労働研究開発機構から、「連合総研としてもこの会議に特別セミナーを開

催しては」との相談もいただいている。新年度研究プロジェクトは、連合の21世紀戦略の策定を側面か

ら支援するとともに、この再来年春の国際労使関係学会に貢献することも目指したいと考えている。

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー
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ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー

寄 稿

私と労働運動三題

全国電力関連産業労働組合総連合会長 寺 田 二 郎

【きっかけ】

今も東京電力に入社した頃のことははっきりと憶えている。1959年の４月、当時は電産運動の崩壊から

まだ数年しか経っておらず、組合組織も安定したというにはほど遠い状態にあり、労使の間も極めて厳

しい関係にあった。

私が入社した４月１日、その時期でさえ賃金闘争のまっただ中にあった。今でもそうだが、電力事業は

民間企業であるにもかかわらず、電力供給に直接かかわる部門の職場放棄はスト規制法によって禁止さ

れている。そのため組合側の抗議手段は限られたものになっており、事務部門間の連絡を遮断すると

か、電話や窓口にいらっしゃるお客様の受付を拒否するといった、あまり決め手を持たないストに終始

していた。

そのためか、交渉はやたらにだらだらと長期間にわたることが多く、私たちはせっかく入社したにもか

かわらず、書類も処理できず、研修も受けられず、配属もされずと、まったくの宙ぶらりんのままで

放っておかれた。10日が給与の支給日であったが、給与だけは支給されて仕事が出来ない状態が１ヶ月

近くも続く有様だった。

組合内部の勢力抗争も激しく、企業別労働組合の本分を越えたところ、安保や生産性向上運動、政党支

持をめぐって左右が日々対立する構図にあった。
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一方、事業の方も、戦後の復興期から急激に成長期に入り、急増する電力需要への対応に追われていた

が、設備更新のための資機材調達、技術系従業員の育成、安全装備の確保等々、経営の基本ともいうべ

きものが極めて不備な状態であった。

例えば、私は東京の下町の事業所に配属されたが、町中でよく見かける電柱の上に設置されているトラ

ンスにしても、戦前から使われているのではないかと思えるような古いアメリカ製のものが平気で使わ

れており、柱上作業でちょっと触っただけで、作業着が油と煤で真っ黒になった。木製の電柱も根元が

腐って倒壊することなど日常茶飯事だった。さらに当時の下町は水害にたびたび見舞われ、道路の状態

も町並みもひどいもので、作業条件は最悪だった。

作業員の安全装備も貧弱極まりなく、現場の年輩の作業員などは、感電によるひどい傷跡を自虐的に自

慢し合っていた。

そんな状況の下、私たちの仲間から立て続けに３人も感電で死亡する事態が発生した。しかし、その対

策を話し合うこともなく、思想対立に明け暮れるばかりの組合に強い不信を抱いた。安全で働きがいの

ある職場を築き、生産性を向上させ、その成果配分によって生活を向上させていく活動が大切であり、

そのためには職場の信頼を得なければならないと、職場の組合員が不安に思っている安全対策の確立を

主張として掲げ、執行委員に立候補した。周囲の活動家の冷たい目を浴びながらの選挙戦の結果、若干

23歳で地区の執行委員にトップ当選したのが、この道へ入りこむことになったきっかけとなった。

企業別労組の役員は「理論より実践」ということを肌に刻んだ時代、これは私の運動家としての原点で

ある。

【組織化】

新米執行委員として、対外活動で最初に手伝ったのが、「民労協」の結成であった。すでに組織化され

他団体へ加盟しているような組合に目を向けた活動ではなく、未組織労働者の組織化である。当時の東
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京下町は、中小企業に働く数多くの未組織労働者がおり、彼らの組織化に目を向けたのである。

当然のことながら、勤務時間内はもちろんのこと、昼休みの休憩時間でさえ工場責任者の理解は得られ

ないため、夜間、休日のオルグ活動とならざるを得ず、遊びたい盛りの若者にとっては苦労の連続で

あったが、一つ一つ組織が結成され、約20組合で念願の民労協が結成された時は、喜びもひとしおだっ

た。

私の自慢は、わが地区では、東京同盟よりも先に、民労協を結成したということである。それから20年

近く、地域の労働運動に本部中執として、中央に活動の場を移すまでかかわってきた。中小企業の労使

紛争も数多く手がけてきた。当時を振り返ると、若者らしい遊びも経験できないほど多忙で、かつ貧し

かったが、今日、大企業労働組合の運動家は恵まれていると言われるなかで、組織化のこの経験が私自

身に「社会の目」を初めて開けさせたという意味で、ささやかな誇りにも思っている。

【政治活動】

電力としては、組織内部が落ち着きを見せ始めた1960年代の後半から、公益労働運動としての社会参加

の一環として、地域に貢献し、さらには私たちの運動と地域とのつなぎ手としての地方議員づくりをス

タートさせた。

私の支部でも、それまでは企業を定年退職された先輩を支援し、側面からの選挙応援は毎回行ってきた

のであるが、その先輩ご本人からの要請もあり、地区議会の現職の執行部の責任者を擁立して闘うこと

になった。

ところが、どこで行き違いが生じたのか、結果して両人とも同じ政党の公認の下で選挙戦に突入してし

まった。さらに悪いことに、両者の関係は極めて近いところにあった。旧人は新人の仲人であり、入社

の際の紹介者でもあり、両家の間の距離は直線距離で１キロもないところにあった。

当然のことながら、紹介カードも集まらず、当選に必要な票数が3,000票であるにもかかわらず、最
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終、2,700世帯しか集まらなかった。

当時の本部からは、「おまえのところだけが落選するぞ」と責められ、候補者自身もそう思っていた節

もあり、支部書記長の任にあった私は、毎日が針のむしろに座らされていた。

しかし、私は大きな賭けに出た。誰もが考えられない選挙戦のスタイルを編み出した。言うならば、

「現場第一主義」。

・地域を15等分に分け、15名の非専従役員に６ヶ月間、自由に各々の地域を任せ、勤務終了後の夜、あ

るいは土日に３回以上、直接に後援者に会って支持を訴える。

・限られた枚数のポスター1,200枚を、選挙期間（当時は10日間）中に三巡させ、3,600軒に貼らせても

らう。それもこの15名のメンバー中心に行う。そのためには、目立つところに貼ることなど必要なし。

・選挙用ハガキは、必ず2,700人の後援者に直筆で書いてもらう。

・金もないので、選挙事務所は朝８時に開け、夜７時は閉めてしまう。当直も置かない。集会はやら

ず、希望があった時だけ個人の自宅で演説会を開く。その場合も、候補者本人と私と地区責任者以外は

組織からは動員しない。

結果は、周囲の予想を裏切って、3,752票、定員48人中19位の当選を見事果たすことができた。

よく労働組合の原点は職場にあると言うが、私は、職場が原点ではなく、「職場の一人一人の組合員に

原点がある」と経験から学んだ。

そんな私も、企業別の単組から産別へと場を移しているが、今もその信念は変わっていない。

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー
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ワークショップ報告

「賃金政策のニューモデルを求めて」

－労働組合の戦略的選択－

近年、企業規模や産業・業種を問わず、賃金・人

事処遇制度の改訂が相次いでいます。また毎年の

賃金決定の在り方にも、見直しの議論が起きてい

ます。

そこで、連合総研は、労働組合が直面する政策的

諸課題を明らかにするために、連合構成組織のご

協力を得て、労働組合の賃金政策に関する実態調

査を実施し、その報告書を素材としながら、「賃

金政策のニューモデル」を探る場として、本ワー

クショップを開催いたしました。

当日は、組合関係者等約100名の一般の方々の参

加を頂く等多いに盛況し、またパネルディスカッ

ションでは活発な議論・質疑応答が交わされ、非

常に実り多いワークショップとなりました。

今後も、このような企画を実施して参りますの

で、引き続き皆様方の積極的なご参加をよろしく

お願いいたします。

以下に、当日の議事の概要について、連合総研の

文責により、報告いたします。
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【プログラム】

○14：00開会

○14：00～15：20問題提起（後述【議事】参照）

○15：30～17：30パネルディスカッション（後述【議事】参照）

○17：30閉会

【議 事】

１．問題提起

(1) 「賃金政策のニューモデル」 今 野 浩一郎 学習院大学経済学部長

賃金制度の見直しは世界的潮流であり、日本の労組が新たな賃金モデルを作る

ことができたら世界モデルになりうる。

方向性としては、経済情勢をみても今後は「パイは大きくならない」のだか

ら、これからの賃金政策の基本姿勢は「いかに配分するか」であり、それはす

なわち「何を高く評価するか」に結びつく。今後はポテンシャル重視の「職能

主義」からパフォーマンス重視の「職務主義」への転換が必要である。同時

に、その裏付けとして「社会的資格体系・評価体系」の構築が重要になってく

る。

賃金制度の見直しは世界的潮流であり、日本の労組が新たな賃金モデルを作ることができたら世界モデ

ルになりうる。

方向性としては、経済情勢をみても今後は「パイは大きくならない」のだから、これからの賃金政策の

基本姿勢は「いかに配分するか」であり、それはすなわち「何を高く評価するか」に結びつく。今後は

ポテンシャル重視の「職能主義」からパフォーマンス重視の「職務主義」への転換が必要である。同時

に、その裏付けとして「社会的資格体系・評価体系」の構築が重要になってくる。
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(2) 「労働組合の賃金政策：現状と課題」 下 田 健 人 麗澤大学助教授

「労働組合の賃金政策に関する調査研究報告書」に基づき、労働組合の現状認

識のポイントを解説。

① 現状の春闘賃上げ要求方式は「平均賃金方式」が主流だが、今後は「個別賃

金方式」が主流に。

② 一時金の個人配分については能力や成果に対応する部分を拡大すべきだとい

う意見が組合内にも広がっているが、その認識の中でいかに統一して生活給を

確保していくかが大きなテーマ。

③ これからの賃金制度は、能力・成果・仕事要素が重視され、属人要素は低

下。

④ 今後の賃金カーブは、早期の一定年齢で年功による賃金上昇がストップし、

その後は年齢に関係なく賃金が決定される「早期立上その後高原」型になって

いく。

⑤ 企業内賃金格差は容認する方向が主流。

(3) 「ゼンセン同盟の賃金政策」 逢 見 直 人 ゼンセン同盟政策グループ長

現在、賃金政策の見直しの時期にさしかかっているが、そのポイントは「賃金は

人につくのか、仕事につくのか」である。日本企業では、長期雇用制度を前提と

したチームプレーが基本であり、また従業員は人事異動等で様々な仕事に携わっ

ている。就業形態の多様化を踏まえた新たな政策は必要だが、賃金を「人」に支

払う職能資格制度の重要性は変わるものではない。履き違えてならないのは、職

能資格制度そのものは非常に有用なのであって、その画一的、年功的な制度運用

こそが弊害を生んでいるということである。

(4) 「合化労連の賃金政策」 杉 山 治 合化労連書記長
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